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ネッカP・・・…下流の流域における

8世紀後半一9世紀はじめのドイツ村落〔H〕

　　　　　　（ロルシュ修道院記録集の資料による）

ンドシュスハイム村出身の寄進者たちの社会的本性にかんする問題にたいして回答

こころみにうつるまえに、われわれは・史料がわれわれにゆるすかぎりにおいて・ハ

ンユスハイム村をマルク共同体として考察しなければならない。というのは、このよ

考察することによって、われわれは・われわれが以上において部分的にしかその経営

ることができなかった寄進者たちの生活していた社会環境を・ある程度はより具体的

がきだすことができるからである。南部ならびに西南ドイツに関係のある8－9世紀

料を素材として、初期中世の条件の生産過程におけるマルク共同体の役割を専門的に

したのは、ア・イ・ネウス壕ピンである1㌔　彼は・つぎのような結論に達した。す

ち、ここでは封建制度が発展していくとしう条件においても・エフ・エンゲルスカ脂

たように2）、　マルク共同体はその経済的意i義を維持したのであるが、そのばあいに

マルク共同体は、「マルク共同体が、だれか1人の大封建領主によって完全に支配さ

おらず、大封建領主とならんで、小領主的な型のアロッド所有者もマルク共同体のな

にはいりこんでいたばあいに」、もっともその経済的意義を維持した。「というのは、

頂主的な型のアnッド所有老は、大世襲領主よりもよりいっそう、マルクの経済秩序に

こがわないわけにはいかなかったからである。まして、小世襲領主の多数は、共同体自

の出身であったから、なおさらそうである」3）。　ア・イ・ネウスィヒンがいろいろの

1を素材としてしめしているように、封建制度の発生という条件においては・「マルク

同体は、…・・きわめて種々様々な社会的構成員……をともなった生産組織として、一…

形された形態において存続しつづけるのである」4）。

ア．イ・ネウスィヒン「8－9〔10？〕世紀の南部ならびに西南ドイツにおける共同

本の構造」、論文集『中世』第4集、1953年、第5集1954年〔国本哲男・福冨正実訳編

『ゲルマン共同体の基本構造』、所収〕。19世紀おわり一一一20世紀前半のドイツ史学とは

ちがって、ア・イ・ネウスィヒンは、たんに大土地所有一主として教会の一の成長

と、この大土地所有の形成にさいしてその財産が犠牲にされていった寄進者たちの社会

的本性とを研究するための史料としてだけではなく、共同体的付属地の存在とかたくむ

すびっいた生産組織としての村落を研究するための史料としての修道院記録集資料の

意義を、納得のいくようにしめした。
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2）エフ・エンゲルス『ドイツ農民戦争』、付録第1部「マルク」、モスクワ、1952

　123ページ〔『マルクス＝エンゲルス選集』第16巻、258ページ〕を参照せよ。．

3）ア・イ・ネウスィヒン「8－9　〔10？〕世紀の南部ならびに西南ドイツにおけ

　同体の構造」・論文集『中世』第4集、36ページ〔国本哲男・福冨正実訳編『ゲルマ

　同体の基本構造』、65ページ〕。

4）　ア・イ・ネウスィヒン「8－9　〔10？〕世紀の南部ならびに西南ドイツにおけ

　同体の構造」、論文集『中世』第5集、26ページ〔同上、122ページ〕。

この見地からすれば、ハンドシュスハイム村は、このようなマルク共同体のいくつヵ

指標をあかるみにだしてくれる。ハンドシュスハイムという居住地点は、その住民たち

所有地もしくは保有地であった土地をも、またハンドシュスハイム・マルクのなかにふ

まれた森林その他の付属地をもともなった有機的統一体としてあらわれたということ

まったく疑いのないところである1）。しかし、ハンドシュスハイムというマルク近隣者

同体は、われわれの史料から判断することができるかぎりでは、その成員たちの生産活

全体をそのなかにある程度とじこめた経済的に孤立化した単位ではない。このばあし

われわれが考慮にいれなければならないのは、たんに、ハンドシュスハイム外の所有者

あった諸人物がこの村に存在していたということだけではない一といっても、このよ

な所有者がほぼ40人も存在していたということは、この問題を考察するさいにやはり深

意味をもっているのであるが一2）。　主要な点は別のところにある。ハンドシュス・

ムならびにLobdengauの他のマルク共同体に関係のある書状の内容からみとめられる

うに、ときには修道院は、なんらかの一つのマルク共同体に帰着させることができなし

うな経済上の対象を獲得することもあった。このような寄進地は、一定の生産上の複合

であるが、それとともにそれらは、純経済的な点でぱ一つのマルク共同体のわくからは

でている。このことは、ときには書状の作成老一そして、おそらくは寄進者自身も一

が、寄進の対象をなんらかの一つのマルク共同体に帰着させることが困難であったり、

るいは、譲渡される財産のなかでどれが、ある一つのマルク共同体の構成分子であり、

たどれが、別のマルク共同体の構成分子であったかを正確に指示することが困難であっ

ばあいもあるということから、あきらかである。

1）　《＿in　Hanscusheimer　marca　dimidium　iurnalem　de　terra　aratoria》〔Hanscusheim

　marcaにおいて半ユルナールの耕地を……〕一第2623号（769－778年）一。

　quidquid　Hucbertus　in　tribus　marchis　habere　visus　fuit　in　Hantscusheim　videlicet

　Dossenheim，　et　Svaboheim》　〔フクベルトウスが三つのマルクにおいて、すなわち

Hantscusheim，　Dossenheim，　Svaboheimにおいてもっているとおもわれていたものを

べて……〕一第356号（792年）一。　《．．meum　proprisum　in　Odenwalt　silva

Hantsuhesheimer　marca・・》〔Hantsuhesheimer　marcaのなかのOdenwalt森におけ

わたしの新墾地を……〕一第313号（772年）一一。　《．、in　Hantscuhheim　marca

轡
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　fangum　quem　pater　meus　proprisit　in　silva，　quae　Hantscuhesheimer　marca　aspicere

detur》〔＿Hantscuhesheimer　marcaに面しているようにおもわれる森においてわた

しの父が占取した一つの新墾地を、　Hantscuhheimにおいて・・…・〕一第329号（778

年）一。われわれは、おなじような資料を、Lobdengauの他の諸村落にかんして引

用することができる。マルク共同体の成員一たとえば国王であっても一はそこでは

こんに一定の利用権だけをもっているにすぎないような共同体的付属地としての森林

は、Lobdengauでは、すでに9世紀のなかばになってもまだ確認される。すなわち・

レードウィッヒ・ドイツ王とトゥト某とのあいだの土地交換を定式化している858年（第

2号）の書状では、後者の財産のなかで、つぎのようなものが指示されている。《prata

dipsa　loca　pertinentia，　seu　waltmarca，　quae　de　ipsis　curtilibus　semper　habere　visus

uit　ille　et　sui　antecessores＞　〔あれこれの先人たちが、その庭畑地に応じてつねにも

っているようにおもわれたところの、その場所に所属するいろいろの採草地、あるいは

altmarca〕．そのかわりにトゥトは、国王から、《in　pago　Lobdengawe，　in　comitatu

Wernharii，　in　villa　quae　dicitur　Walestat．．．prata　m　compensatlone　superlorum，　et

militer　waltmarca　ad　ipsa　loca　pertinentia》〔Lobdengawというガウのなかで、　We一

nhari伯領において、　Walestatとよばれている村で、前述のものなどの引きかえとし

て採草地を、そしておなじようにその場所自身に所属するwaltmarea．．〕をうけとって

・る。このようにして、Lobdengauにかんしては、森林はres　nullius〔無意味なも

の〕であるという理論（RHildebrand・Recht　und　Sitte・T・1・Jena，1896，　S・179一

80；A．Dopsch．　Verfassung－und　Wirtschaftsgeschichte　des　Mittelalters，　S・271；F・

litge．　Die　Agrarverfassung　des　frUhen　Mittelalters，　S・320）はなりたたない。

所有者のなかには、隣接諸村落に存在した生産上の複合体の富源を利用することによ

ってはじめてハンドシュスハイムにおける自分の土地（それが、1－一一2のぶどう園、わ

ずかな地面の耕地だけにすぎなかったばあいにおける）を耕作することができたものも

・る。逆に、他の所有者にとってはハンドシュスハイム外の彼らの土地は、生産上で

は、ハンドシュスハイム村における彼らの経営の付加物にすぎなかった。もちろん、わ

れわれは、1人の人物に所属していたが、しかしLobdengauや同様に他のガウにも存

在していたところのいろいろの土地を利用する生産上の単位を仮定するなんらの根拠

をもちえない（いろいろのガウの隣接諸村落をともなう事例は、一般的状況をかえうる

ものではない）。

Nanthartと彼の妻Reginsvintは、＜in　Sickenheim　I　mansum．．．et　inter　Ulvinisheim

Sickenheim　de　terra　araturia　iurnales　XXXI＿》1）　〔Sickenheimにおいて一つのマン

を、また、UlvinisheimとSickenhelmとのあいだで31ユルナールの耕地を…・〕ロル

ユへ譲渡した。ロルシュが獲得したところのかっては一組の夫婦に所属していた財産対

は、二っのマルク近隣者共同体に同時に存在した生産上・経済上の複合体であったとい
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　うことはあきらかである。788年にアルトマン某によっておこなわれた寄進の対象は、書

状では・つぎのようなかたちで書かれている。《＿in　Dossenheim　et　in　Hantscuhesheim

XV　i・m・1・・d・t・・ra・　・t　1・ineam，・t　q・idq・id　ibid・m　h・b・・e　vi・u・f・i》2）〔D。ssenh，im

ならびにHantscuhesheimにおいて15ユルナールの土地、一つのぶどう園、そして、そ

こでわたしがもっているとおもわれていたもののすべてを……〕。おなじように、エルカ

ンベルトは・＜inter　Hantsuhesheim　et　Tuitiiesheim　XX　iurnales　de　terra　araturia＞3）

〔HantsuhesheimとTuitilesheimのあいだで20ユルナールの耕地を〕、799年に譲渡した。

828年にBerolfは・＜inter　Hanscuhesheim　et　HiHenbach　iurnalem　I　et　pratum　ad　feni

carradam＞4）〔HanscuhesheimとHillenbachとのあいだで1ユルナールと、1荷車分の乾

草のとれる採草地とを〕、ロルシェへ譲渡した。もしもこの寄進においては、対象が完全

な経済上の複合体ではないとすれば、この対象が隣合せの二つの村に存在しているのであ

るから、従前の土地所有者は、この対象を同一の経営の構成分子として耕作したと考えて

さしつかえない。したがって、この同一の経営は、ハンドシュスハイム・マルク共同体だ

けに・あるいはギッレンバッハ・マルク共同体だけにふくまれていたものとしては考察す

ることができない。

1）第655号（825年）。村と村とのあいだの距離は、2キロメートル以下である。

2）第439号。村と村とのあいだの距離は、4キロメートルである。

3）第359号。Tutilesheimは・ハンドシュスハイムの南西8キロメートルのところにあ

　る。

4）　　参存378・琴｝。

　注目にあたいするのは・《Ibifangum　inter　Edinden　et　Grencsheim，　cui　adiungitur

〔adjungitur〕ex　una　parte　Wibilingero　marca，　ex　altera　ratio〔ratione〕sancti　Nazarii》1）

〔聖ナザレへの別の考慮によって　Wibilinger　marcaと部分的にくみあわされてし、る

EdingenとGrencsheimとのあいだで、一一つの新墾地を〕譲渡したMuatolf某が、寄進

者としてあらわれた書状である。このようにして、占取は森林付属地においておこなわれ

たのであるが、この森林付属地は、あきらかに、グレンツホーフならびにエディンゲンの

住民たちに所属し・一方ではヴィブリンゲン・マルク共同体の森林と、他方ではすでにロ

ルシュ修道院の財産となっていた森林とに境を接していたのである。グレンツホ＿フとエ

ディンゲンとは、まだ最近までは一つのマルク共同体をなしていたものと考えられる2）。

これらにとっての共有森が存在していたことは、このことのなごりである。ハンドシュス

ハイムの南方2キロ・メートルのところにあったノイエンハイム村にかんしては、書状の

なかの一つが直接的に証明しているところによれば、8世紀の80年代にはこの村は、ハン

ドシュスハイム・マルク共同体の構成分子になっているものとしてみなされていたことも

ある3）。あきらかにこれらの事実は、個々のマルク共同体において二つあるいはそれ以上

の村への分界がまだ最終的には完成されていなかったぽあいには、以前va・一一つのマルク共
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体を構成していたいくつかの村落の住民たちvaよって・服地があいかわらず共同利用

れていたということを証明しているのである。もちろんこのばあいには、かなりながい

いだにわたって、つぎのような人物が、ある程度の人数は存続していたにちがいない。

なわち、彼らは、一つの村落ではなく、二つあるいはそれ以上の隣合せの村落におい

　耕地、ぶどう園、その他を同時に所有していたが、そのばあい、生産上の複合体とし

のこのような所有者の経営は、なんらかの一つのマルク共同体に帰着させることが無条

にはできなかったのである4）。このような種類の諸事実はかならず封建化過程の所産で

り、またたんに所産であるにすぎないと考えること、まして、それらはつねに封建的生

関係の確立の所産であると考えることは、根拠のないものである。

　第695号（882年）。Edingen，　Grencsheim，そしてWibilingは・地形上では・それぞ

れの辺がほぼ2．5キロメートルの三角形を形成している。

　といっても、8世紀の最後の三分の一には、グレンツホーフならびにエディンゲン

は、それぞれ、すでに独自のマルク共同体であったということは疑いもない。

）＜．・・p・・fluvi・m　Neck・・，　i・・Niw・nh・f・n，　i…n丘・i　H・nt・ch・h・h・im　l　vmeam・・》

「ネッカー一の流れをこえて、Hantschuhsheimの境界内におけるMwenhofenにおいて・

一
つのぶどう園を……〕一第275号（785）一。つぎの文章を対照せよ。＜＿in　Sic－

。h。nh。im　q。ae，、t　i。　Cl・phh・im・・m・・ca　i・・n・1・・d・terra　a・at・・i・》〔…C1・phh・im・・

marcaにあるSicchenheimにおいて、1ユルナールの耕地を〕一第649号（801年）

一
。また、第648号（797年）をも参照せよ。しかし、782年の第631号の書状は、つぎ

のようにつたえている．《i・Si・k・・h・im　u…m・n・um・・q・idq・id　in　ead・m　ma「ca

ad　ipsum　mansum　pertinere　videtur＞　〔Sickenheimセこおいての一つのマンスと・その

マルクにおいてそのマンス自体に所属するとおもわれているすべてのものとを〕。

　　ヴォルムス・ガウに関係のあったいろいろのロルシュ書状の資料によっても、おなじ

ような観察をおこなうことができる．ベルメ・レスハ仏・グントスハイム・ダールスハ

　イム（これらの諸村落のなかでもっとも遠いグントスハイムとダールスハイムとのあい

だの距離は、7－8キロ・メートルにひとしい）という諸村落に同時的に存在していた

いろいろの経済上の複合体の存在は、第1031号（825年）ならびに第1042号（825年）の

書状からみうけられる。第1031号の書状では、Folcradisの寄進が定式化されている。

寄進の対象は、《i・B・・mersh・im　m・・ca　t・・ti・m　p・・t・m　d・u・・mans°et　unam　v’neam’

　et　inter　Bermotesheim　et　Guhtheim　iurnales　X》　〔Benmersheim　marcaにおいては

　＿つのマンスの三分の一、そして、BermotesheimとGuntheimとのあいだでは10ユ

　ルナ．．ル〔を〕〕である。第2’の書状においては・司祭のErembrechtは・《in　Be「’

mersh，im　d。　u。。　m。。，。　t，，ti・m　p・・t・m・t…m・ineam・t　i・t・・B・・mersh・im・t

G。nth，irn，t　D。g。1f，、h・im　i・・n・1・・XII，・t　t・e・p・ti・las　d・p・at・i・Gunth・im・t

q。i。q。id　i。1，h・villi・・i・e　m・・ci・h・b・・e　vi・us　s・m　rxcep・・una　vi・ea　in　Be「°
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mershelm＞〔Bermersheimにおいて一つのマンスの三分の一と一つのぶどう園を、　Ber

mersheimとGunthelmとDagolfesheimとのあいだでは12ユルナールを、　Guntheim

　においては採草地の三片部を、そして、それらの村あるいはマルクにおいわたしがもっ

　ているとおもわれていたものをBermersheimにおける一つのぶどう園をのぞいてすべ

　て〕、ロルシュへ譲渡した。このようにして、いずれのばあいにも、中位の大きさのフ

　ーフェの三分の一が寄進の対象としてわれわれのまえにあらわれ、しかもこのフーフ

　ェは、ベルメルスハイム・マルク共同体外にも存在したいろいろの地面からなってし、

　た。　ベルメルスハイム村とグントスハイム村とのあいだのうえに指摘したような関連

　は・あきらかに偶然的なものではなかった。801年には3人の寄進者が、《in　Guntheim

　marca　et　Bermersheim　unum　mansum　cum　edifitio　superpositQ　et　XX　iurnales　de

　terra　aratoria　et　unam　vineam　et　quinque　mancipia》〔Guntheim　marcaならびにBer－

　mersheimにおいて、そのうえにおかれた建造物をともなった一つのマンス、そして20

　ユルナールの耕地、そして一つのぶどう園と5人のマンキピアを〕、ロルシュへ譲渡し

　た（第1061号）。おなじように、第1067号（838年）、第1066号（852年）、そして第1069

　号（874年）を参照せよ。最後の書状では、寄進の対象一耕地一は、ベルメルスハ

　イム、グントスハイム、ならびにダールスハイム村にあった。

　エフ・エンゲルスは、マルク制度の歴史を考察して、つぎのように書いた。「……史料

によって過去にさかのぼりうるかぎりでは、われわれは、ドイツにおけるいたるところ
　　　　　　　　　　　

で、一つのマルク共同体に結合された多数あるいは少数の村をみいだす」1）。　とくにラ

イン東岸における諸地方にたいして、　エフ・エンゲルスはつぎのような考えをのべた。

すなわち、フランク・カロリング王国へこれらの諸地方が服従したときには……、「マル

ク共同体の重心は、あきらかにガウにあった。ガウは、本来は、マルク共同体を包含し

ていた」2）。うえに考察したロルシュ修道院記録集の資料においては、おそらくわれわれ

は、ネッカー河下流の地域における共同体制度発展のつぎのような段階の遺制、すなわ

ち・それぞれのマルク村落共同体がガウ的マルクの構成部分にすぎなかったような段階の

遺制を、部分的にみとめなければならないであろう。

1）　エフ・エンゲルス『ドイツ農民戦争』、付録第1部「マルク」、115ページ〔『マルクス

　＝エンゲルス選集』第16巻、248ページ〕。

2）同上、115ページ〔同上、248ページ〕。

　歴史交献においては・二つあるいはそれ以上の村落において同一の寄進者がいろいろの

土地財産をもっていることは・それ自体で・彼が世襲領主に所属する確実な証拠であると

いう意見が、広範にひろまっている1）。　社会的属性をきめるこの規準は、普遍的なもの

であるとみとめることはできないし・また、いちじるしい制約を必要としている。寄進老、

がいくらかの（2－3の）居住地点において財産をもって1、・たばあいには、われわれは、

寄進の対象、寄進老自身、そして他のモメント（寄進の条件）をあれこれの塁度に特徴づ
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羅灘慰こ欝瀦謙叢謡離留階撫

も、彼らは、いろいろのカテゴリーの

ンドシュスハイムにおいて耕作し、

　　　　　　　　　　　　　　　　20＿25モルゲンの土地をふくんだそのアロッドをハ

　　　　　　　　　　　　　　　　さらにそのうえ、3－4碑分の騨をあつめること

建的鮪都あると教なけれ臆らな・・であろうか？
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一’ 1°°一（218）　　第15巻第・号

リング’フランドル麟史論』・53ページ〕、と考えている。

3）　第335、第643号。

　4）　　第288、　第758号。

跳灘問灘否灘鷲徽忽軸聯藩欝
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　F，．　G。，＿．Di。，。。i、1，　Gli・derung　d・・B・u・rn，　S・・76－177・こういった考えは・

舘の諸螺のなかの一つの寄齢従来の生産上の複合体のなかからのそれの除外

をつねにもたらしたようなばあ・・に樹、すなわち・搬㍑の寄進力濃民的懇願の

　この領域内には存在しなかったようなばあいにだけなりたつにすぎない。

ハンドシ。スパ払村からのいろ・・ろの書状は、土地財産の一部分だけが寄儲によ

て徽さ論実例を豊離あたえる．しかし、寄儲がたと濃民的鯉の所有者で

るとしても、彼が、土地の一部分を寄進したのちにもはや自分の経営では収支あいつ

なわすことができないと考えるだけの根拠をあたえ襯準は・どrに存在するであろ

か？半モルゲンあるいは・モルゲンの耕地を謙したのちにおける8世紀膿民的な

の舳な共同順の経齢、もはや繍的曙落する瀬戸際にたっていたなどと主張

るだけの根拠が存在するであろうか？ある・・は・一つの炭う園や姻体の森林「c　16一

る小さな占取地の譲渡は、はたして、このよう醗営の撒をただちにともなったで

ろ1蕪隷1、と器驚窯惑謙蕪民隷講
するにあたって、農蹴なににたいしてもっとも関心をもっているかという前搬けカ’

ら出発するならば、それはとうてい正しくな・・であろう・頗的にいえば・自立した経

営をおこな狛畝共同体員としての農民は・自分膿奴に・ある・・はあれこれの程度

の鍵騰属都靴することt・z．た・・しては・搬的隙めて欄心をもたなカ’った

であろう．あきらかに隔は、舳な期体員力・多かれ少なかれなにvaたいして関心を

もっていたかということではなく、急遮強まりつつあった鍵的鈍所有がどのよう

、方法で、どのような中間の環をつうじて・ふつうの姻韻の土地を自分の手雌得

したかとのことに存在するのである．農民的鯉の期韻の盤全体を嘩に獺

杓鮪地へ靴させることができなカ・ったところでは・鍵的所儲がこのよのな衝

を部分的にしかおこなわなかったということは・疑いえないところである・

修道院記鎌資糖よれば、われわれは・これカ・どのようにしておこなわれたかとい

うことを、具体的な報にもとづ・・てしらべることhlできるばあ・・がある1）・W°1fbe「t某

は、78。年に7モルゲンの髄を灘した…7年たってから・W・1fb・・t腰のV°dllhilt

といっし、に、最初の寄進がおこなわれたおなじマルク共同体にお・・て・15モノレゲンの

土地をともなった離地を・ルシ。へ縫した・剛寺獣婦は・9分たち自身を雛し

た、すなわち、紛た狛身が・ルシ・修道院へ鳩的・農奴的に獺することをみと

めた・・．78・年に紺るヴ。ルフベルトの経齢体は・非舳民の労動を鞭していな

かっ膿賄鯉の期韻の舘であったということは疑いな…この館は・屋敷
地、22モルゲンの土地からなりたち、あきらかにこの盤の所儲は・彼が生活していた

村落の姻体鮒蹴を利用していたということは・さらにまた疑いのないところであ



　　一一1°2－（22°）　　第15巻第2号

3）《…lm・n・um，　i・p・g・Wi。gar，h。ib。　i。．Scafle

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　nze「marca・et　XV　iurnales，　et　nos．・

1）　第838号。

4）　第839号。

■一■圏■一國コ■■■■幽■繭圃廟騨鯉囲＿＿瞭＿＿＿．＿一＿



婦は、Lobdengauにおいて、すでにわれわれのしっているグレンツホーフ村で、屋敷

地と28モルゲンの耕地とを寄進した。1）7年たってから・おなじ村で彼らは・　《illum

mansum　cui　supersedere　videmur，　cum’　casa　superposita，　et　sepibus，　terris，　pascuis，

perviis，　silvis，　aquis　aquarumve　decursibus，　omnia　et　ex　omnibus　quae　ibidem　habere

visi　fuimUs＞2）〔うえにおかれている小屋、および垣、土地、放牧地、小径、森林、水ま

たは水流といっしょに、　そのうえにわれわれが座しているとおもわれるかのマンスを・

すべてのものを、しかも、われわれがそこで所有しているとおもわれていたすべてのも

ののなかから〕、ロルシュへ譲渡した。ヘミングを農民的な型の共同体員として位置づけ

ることは、完全に正しい。付属物法律文例のなかには非自由民の記述は存在しないが・

輩状のテキストがよりいっそう具体的なばあいには、非自由民の存在は、疑いもなく指

摘されるであろう。書状からあきらかなように、譲渡されているのは、《unum　mansum

cui　supersedere　videmur＞〔そのうえにわれわれが座しているようにおもわれる一つのマ

ンス〔を〕〕である。それだけではなく、ヘミングは、グレンツホーフをのぞいてはどこ

にも財産をもっていなかったということはあきらかである。

1）第662号（771年）。

2）第664号（779年）。

3）いずれにせよ、彼は、ロルシュ修道院記録集の全体をつうじて、寄進者もしくは証

　人としてはもはやどこにもみうけられないのである。

　ヴォルフペルト、アダルムント、そしてヘミングの寄進の対象を比較対照してみるな

らば、われわれは、農民的な型の共同体員の経営にとっての、そしてそれと同様にこの

ような所有者の部分的な土地寄進にとっての境界がいちじるしく可動的であると結論し

なければならない1）。この点で検討しておかなければならないのは、フルダ修道院記録

集のなかの第358号の書状である。Randolf某は、4モルゲンの耕地、2モルゲンのぶど

う園、7荷車分の乾草のとれる採草地、寄進者ならびに彼の息子がそこに居住した二っ

の庭畑地を、修道院へ譲渡した。修道院がうけとった土地の規模からすれば、この寄進は、

なんらいちじるしい点をしめしてはいないし、このような型の対象の寄進は、いろいろの

修道院記録集のなかにたえずみうけられる。ところで、研究者たちはふっう、このよう

な寄進をおこなうことができたのはじつに封建的所有老であるという理由で、それらの対

象を農民的な型の寄進地のなかにはいれていない。しかし、書状は、寄進者の農民的地

位を疑いのないものとする重要な指示をふくんでいる。すなわち、彼の息子は、寄進の瞬

間にはすでに修道院のセルヴスであった2）。　あきらかにランドルフは、書状によって書

きとどめられた寄進までに、　あれこれの方法でアロッド的財産の一部分を奪われていた

のである。それだけではなく、彼の息子は、すでにフルダのセルヴスになっていた3）。

しかし、このことのすべてののちにもランドルフは、しばらくのあいだはあいかわらず

農民的な経営の所有者であり、書状の意味からすれば、法律的にはその後も自由な人間

’

s
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104－　（222） 第　15　巻　　第　2　号

としてみなされたにちがいないのである。

1）交献においては、　農民的な型の自由な共同体員の土地財産の規模にかんする問題力

　しばしぽ提起されてきたが・この問題は、ドイツの全地域にとってひとしく役にたっ

　一i義的な回答をうけとることができないということはあきらかである。

2）　《．．ego　Randolf　mea　quae　laboravi　trado　pro　animam　meam　ad　monasterium　sanc

Bonifatii　et　post　obitum　meum　Wolfhah　filius　meus　servus　vester　habeat　illud・

　vestram　ad　arandum　et　duas　ariolas　m　quibus　habitemus　ego　et　filius　meus　et　d

P「atls　ut　c「escere　queunt　karradas　VII》〔わたくしランドルフは、わたしが骨折って手

にいれたわたしのものを・わたしの魂のために聖ボニファーティウス修道院へ寄進し

そしてわたしの死後は・わたしの息子であなたたちのセルヴスであるWolfhahが、あ

なたたちの（生活の）ために耕作するための前記のものを、また、わたしおよびわた

　しの息子がそこに居住するための二つの小さな庭畑地を、そして採草地にかんしては

　7荷車分のものが生長することができるようにもつこととなるであろう〕。E．　F．　Dronke

　Codex　diplomaticus　Fildensis．　Cassel，1850，　S．168．

3）修道院記録集がこの行為の書きとどめをふくんでいないということを、　われわれは

　指摘しておかなければならない。自己を農奴化するすべての事例が、かならずしもそ

　の教会施設の記録のなかに映しだされているわけではけっしてなかったということは

　あきらかでる。

　財産の一部分を喪失したのちに自己を農奴化する事例は、　フライジング修道院記録集

のなかにもみうけられる。818年にPerahart某は、＜se・psum　trad、t　in　servit、um　sancte

Mariae．．　cum　omnia　eo　die　pertmentia》　〔彼自身を、……当時所属していたすべてのも

のといっしょに聖マリアのセルヴス身分として寄進した〕。彼によって譲渡された財産の

構成分子のなかにはいっていたのは、屋敷地と家屋との半分、1人のセルヴス、12モル

ゲンの土地、そして、30荷車分の乾草をあつめることができる採草地である1）。　このば

あいにも、われわれは、寄進者を世襲領主として位置づけることはできない。これにた

いしては、彼の経営の規模が反証するし、しかもそのばあい、われわれは、寄進者は、

彼がもっていた財産のすべてを譲渡したということを疑うことはできない。なぜならぽ、

財産の寄進が・autotradltiones〔自己寄進〕の行為と結合しているからである。　Perahart

は、その財産のすべてを人身的自由といっしよに失ってしまう以前に、すでにあれこれ

の方法で自分の経営の半分をあいついで失っていたということはあきらかである。

　1）　Th・Bitterauf・Die　Traditionen　des　Hochstifts　Freising．　Bd．1，　No．404，

　サン’カレン修道院記録集のなかには・809年にEdilleozがおこなった寄進が書ぎと

どめられている1）。寄進の対象は、　《ommen〔omnem〕conquisitionem　meam，　quam

adquisitam　habeo　in　Puazinchova　vel　in　eadem　marca　a　liberis　homlnibus＞　〔わたしが

Puazinchovaにおいて、あるいはそのおなじマルクにおいて自由民なるをもって獲得し
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ちにとっては、いずれにせよ、ノ・舳舳力鋤れる鰍が存在していたのであ

HW。，tm、nn　U，kund，nb・・h　der　Ab…S・n・・G・11・n・　Z・・i・h・1863・　N°2°3・

謡諜臨t膿；認瓢1㍊盟器t冒
ナリウスと、年賦日として3日、ぶどう園の掘りカ・えしに凪乾草の刈りとりに

えしたな嚥あるいは舳身分が彼ら力礁われさえしたな嚥彼らは・前述の

ものを諺道院へ完全にもどさ紘けれぽならt・V’〕・

撫を具体的にあきら力購と・覗地から禰・灘のない仕事であると

みなすことができないということである。

くは自鵜鷲蕪謙う繍譜驚撫の鍵騰

｝1

一一一一一＿．＿．．．．＿，－i　　　　圏■■■■■■闘■■■■■■■■■■．



1）2－3のなまえがくりかえされる証人簿が同一のものであるかどう欄題となる諸



（225）　－107一

　事例をもふくむ。

2）ちがった諸村落からの書状のなかにあらわれるなまえを同一視するのは、　とくに問

　題がある。たとえば、修道院記録集のなかでおなじなまえが、他のガウからの書状で

　はまれにしかみいだされないか、あるいは存在しさえしないにもかかわらず、そのガ

　ウ内ではこのなまえがしばしばくりかえされているということを引用しても、　この引

　用は、　たんにこの名称がそのガウにおいては広範にひろまっているという証拠である

　にすぎず、それ以上のものではない。居住地点がたがいにはなれておればおるほど、

　あれこれのなまえを同一視することを可能にする論証は、　それだけよりいっそう確実

　なものでなければならず、また、それだけよりいっそう全面的に裏付けられたもので

　なければならないということはあきらかである。

　　だが、このことは、このような同一視の結果として、あきらかに封建的所有者であ

　った第356号の書状のHucbertが、われわれの手によって、いわばハンドシュスハイム

　村において第354号の小寄進者を「押しのけてしまう」ということを意味するのである。

　　第323号。

　　第779号。

　うえに引用した比較対照のすべては、ハンドシュスハイム、そしてまたLobdengauの

他の諸村落を・　封建領主によって横奪されおわったマルク共同体として考えることがで

きないということをものがたっているが、しかし、この比較対照のすべては、封建的所

有者がここには一般に存在しなかったということをけっして意味するものではない。な

るほど・8世紀の最後の三分の一のあいだには・ハンドシュスハイム出身の寄進者たち

のなかには伯も他の名門もおらず1）・証人のなかに伯がみうけられるにすぎない2）。あ

きらかに・この時期には封建的名門の上層部の代表者たちは、まだハンドシュスハイム。

マルク共同体と関係をもっていないか、あるいはほとんど関係をもっていなかった。　し

かし・一一rc的にいって8世紀の最後の三分の一には、ハンドシュスハイム・マルク共同体

のなかには封建的所有者は存在していた。つまり・隷属農民あるいは農奴の存在を予想

する勤労老の封建的搾取のうえにその経済活動がもとついたところの人物はすべて　封

建的所有者のなかにいれなければならない。

1）Galeman某が《quae　mihi　Liutharius　comes　tradidit》〔Liutharius伯がわたしへ譲・

　渡した〕フーフェの四分の一を寄進したのは、851年（第381号）のことである。

　トハル伯は877年（第40号）に・基本的にはいろいろの領主庭畑地一それに隷属して

　いる賦役員負担持分と隷属的保有者とをともなっている一の総体をなした土地財産

　の一大複合体を・Lobdengauにおいて譲渡した。しかし、ハンドシュスハイムにおい

　ては、わずかに8モルゲンの土地しか譲渡されなかった。リュトハルも、彼の祖先も、

　この村においてはいちじるしい財産をもっていなかったということはあきらかである。

　国王の土地の寄進がハンドシュスハイムの地域において争う余地もなく確認されるの



一’ 1°8“一（226）　第・5巻第2号

　　は・やっと882年になってからのことである（第42号．1。、。、Ab，．i。，，bur

　　ンゲンベルグーこ楓ハンドシ。ス・＼仏の南東2．5キロ

　　ある）・8世紀にasa±地所郁ここに存在して

　　ユ書状においてはつたえられていない。

2）第281号（765年）一一一W・，i。伯。

　おそらく・鍵的所儲のなかの若干のものは
ドシ・スハイムにおいてもって・・たかもしれな、、（Di，，1i。，、，　D，。，h

それよりもはるかにしばしばみうけることができるのは、

器轡鱒の付加物であつたことが疑の帆雛の

畿鵬舗瓢濃あ糠碧繍励B・d・8）・
もしれない13）。ハンドシ

がハンドシ・スハ仏外の鍵的世襲の付加物として考えられる

あるとし傭実である・このことは・膿領的齢体もしくはそれの

　　　　　　　　　　9－一一一一一ハイリ

　　　　　　゜メートルのところに

し’たということについては、・ルシ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、比較的いちじるしい土地複合体をハン

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　m・・2）・E・k・・f・id3））。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ハンドシュスハイム外に存在

　　　　　　　　　・スー傑おけるこのよ矯進醐建的所器二課驚

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Emehilt9）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、ふやさなければならないか

　　　　　　　　　　　　　ユスノ＼イム燗係のある書状の鞭としてみとめなけれ瞬ら

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　きるような

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　あい・寄進の対象

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　事例が相対的に多数で

1）　第324号。

2）（辮筆鵡贈r聯らかに・イルヴ・スー傑土地財産を保持して、、た

3）第315号。

4）第283・第316、第344、第293号。

5）第625号。

6）　　第689号0

7）第2623号。

■■■■■一嘲闇剛■■■口闇四鵬駒＿＿＿＿
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第2501号。

第2457号。

　第290、第421号。

　第326、　第709、　第756号。

　第482号。

　たとえぽ、Hucbert（第356号）は、このようなものである。

　第482－506号（766－791年）。

　第491、第496、第498・第505号。

　第446－－473号（766－795年）。

　第449、第454、第458号。

　第617－648号（766－798年）。

　第625、第626、第630号。

obdengauにおいては、彼らが非自由民の労働力をその経営において管理したかぎり

　し、て文献ではふつう小世襲領主のなかにいれられているが、しかしそのばあい、　こ

　働力がどのように搾取されたかという問題がふつうは未解決のままであるようなカ

　リーの所有者1）も、やはり存在していた。ところが、非自由民の労働力がどのよう

搾取されたかという問題にたいする回答は、　経営の型をきめるにあたって決定的なも

　ある。われわれは、他人の労働の搾取によって生活したアロッド所有老的共同体員

すべてが、　すでに形成された封建的生産関係の基礎のうえでその経営をいとなんでい

　主張することはできない。ネッカー河下流の地域の諸村落では・非自由民｝しか

皮らは、賦役負担持分の保有者ではなく、屋敷内の奴僕と、してあらわれていた2）一

働の搾取にもとついた完全な生産上の単位であったことが疑いもない寄進地が、　8

己後半には、そしてそれよりものちにおいてさえもみうけられるのである。ジ獣ケン

　ムにおけるErpholtならびに彼の妻Saliguntの寄進地は、このようなものである3）。

の寄進地は、ここでは疑いもなく屋敷地としてあらわれているマンス4）、いろいろの

アゴリーの付属地5）、記名されて列挙されている12人の非自由民、そして、6頭の大

よ家畜からなりたっている。たとえErpholtとSaliguntが・領主庭畑地とそれに隷属

る賦役負担持分とからなった別の生産上の諸複合体を他の諸村落において占有してい

としても、ジッケンハイムにおいては彼らは、すでに形成された封建的所有者として

あらわれなかったのであるが、それと同時にゾもはや彼らは、非自由民の労働力が彼

ことっての生産過程において補助的な意義しかもたなかったような共同体員でもなか

L。Buboが妻Willisvindといっしよにおこなった寄進の対象も・あきらかにこのよ

よ性格をおびで、・た。すなわち、彼らは、マンハイムにおいて一つのマンスを、＜cum

ni　edi丘cio　superposlto，　et　XL　jurnales，　et　vlneas，　et　prata＞　〔そのうえにおかれた建

　15ユルナール、ぶどう園、そして採草地のすべてといっしよに〕寄進し、そしてま

／

／
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　　　　　　　ノしいからである」（ア・イ・ネウス・ピンr鰍としての鍵的獺舐層醗生する

過程の第一段階の問騨よせて」論蝶仲世悌6集・2°ページ〔国本哲男’驕

正実訳翻ゲルマン姻体の基構凱・63ページ・ダニ・一フのテキストで嚇点

が脱落〕）。

）その村陣ける寄瀦の競全体を轍していた艇の対象の記遮おいては・通

例は、マシスだけしか記述されていない。ところが・〔この〕書状の内容は・かなりは

っきりと個別的にとりあつかわれており・われわれは・縫の対象が具体的であると

いう点から判断するならぽ、非舳民蝋役負騰分は・雛地を形成し儲要素の

列挙にさいして完全に脱落してしまったなどと考えることはできない。

）第636号（788年）。

　＜…lm。n，。叫・um・di丘・i・，　d・ll・…e・・n・・Ekkh・・t・d・・li・adiungi‘u「

〔、dj。ngi・。，〕，・・a・・，　d・III・e・i・・a…iM・d・・d・・d・IV…a・・p・blica…〉〔渤をと

もなった一つのマンスを・一、一方の側ではEkkh…が鮪し・働の側では通りが・

第三の側で曜メダルドのかこいカ・・第四の側では公道が接している〕・．

）《…q。id，。id　i・i，・u　m・・ca　・i・i　f・im・・h・b・・e・・erri・・一・・m・i・・　pascu’s・　pe「viis・

，il。i、，。q。i、，、qu、，um・・decu・・bu・…〉〔そのマルク自僻おいて土地・畑・放牧地・

小径、森林、水あるいは水流のかたちでわたしがもっていると1・・もわれてv’たすべて

　のものを……〕。

6）第582号（797年6月・8日）．おなじ年の7月・日に・B・b・はW°lfha「tといっしょ

に、フ。ゲンハ仏村において5モルゲンの土地を・・レシ・へ灘した（第527号）・

　ブボがここでは、　完全な経済上の複合体をもっていなかったということはあきらかで

　ある。
7）第579号（8・8年）。78・年隙、醜じ寄儲たちは・2ユ・け一・レ㈱牛地とふどう園

　の一つの地面とを、ヴイブリンゲンにおいて譲渡した（第708号一781年）。

8）第436号（792年）。

9）勝内の奴櫛跡的な労動であっ醗営は・たんに・ルシ・髄院記録職け
にみうけられるわけではない．つぎに・ヴ・ツ・ンブルグ修道院記鎌からの若干の

実例をあげよう．742年にLi・・f・idと彼鍼Th・u・il・が就なった縫聯一の対象

の。己述は、つぎのめな形式をとっている．《h・ce・・d・一・i・Ci・・i・neswila「e　in

，。g。　Al、aci。・e　q・・m・x　ali…P・・en・・m〔…en・i・・m〕・・・・…um　acut．　undecumque　aC l
。。、，，um　p，、v，。i・d・minicaci・n・m・・p・e・en・i・・m…ep・ssid・・e　videmus　cum°mm

m。，i、。。t　t，，mi。。、u。。um・diacen・ii・adi…i・ap・ndipii・〔・d」acen・ii・adj・ntis　ap－

，，。di。ii、〕、um・erri・d・mibus　edifi・ii・m・bilib・・e・i・m・bilib・・e・m…i・ia　den°mi－

。。，ea，　tm。n。、pii，　d，n・1…in・・i・〕XIII…・um　h・ba　e・m・li・・〔m・1i・・〕・…t・・ct°vel

cam，i，　p，a，i，，il。i，　p…ui・aq…um…decursib・s　q・i・q・id　in　i…〔ipsa〕丘na

一 1



∵

一
112－一：　（230）

探∫15巻　 衝暫2一号

suPerscrlpta＞〔すなわち、われわれは、われわれの祖先のだれかから、あるいはだれカ

らなりとわれわれに帰して、現在われわれが所：有しているとおもわれている所有物

そのあらゆる中心と暁標といっしょに、接近物、付加物、付属物といっしょに、土

家屋、動かしうるまた動かしえない建物、そして13人の記名されたマンキピアとし

しょに、　・　フーフェと組みたてられた建築物、あるいは畑、採草地、森林、放

地・水流といっしょに・上述の境界自体にあるすべてのものを、Alsacms村におけ

Cincioneswilareにおいて譲渡する〕　（C．　Zeuss．　Traditiones　possessionesque　Wiz

burgenses・Splrae・1847，　No・2）・まったくはっきりと表現された封建的経営を全体

してしめして774年のAdoの寄進（lbld・，　No・71）では、賦役負担持分のうえに拘

されている非自由民（mancipia）の列挙にさいして、この非自由民のなかの若干のも

がさらにまた非自由民をもっていたことが指示されている。《Wldlllone　et　cum　uxo

sua　Gisa　et　illorum　〔illis〕manclpus　II．　Liudo　cum　suo　servo　et　omnes　res　sua

〔その妻Gisaならひにかの2入のマンキピアをともなったWldllloneを、　・・その

ルヴスをともなったLiudoならびに彼のすべてのものを〕。農奴たちに所属した非自

民は・　これらの農奴たちあるいは彼らの祖先が人身的自由を喪失したのちに彼らに

って獲得されたものであると考えることはできない。むしろ、最近まではζれらの

奴の領有者たち〔Widili。neあるいはLiudc一訳者〕は、その経営のなかで屋敷内

奴僕の労働をもちいていたが・　しかし封建的所有者ではなく農奴に転化したところ

自由な共同体員的アロッド所有者なのであった。おなじような事実は、フルダの資墨

によっても確認される。＜He〔Hi〕sunt　familie〔familiae〕servorum　sci　Bonifaci　ce

sum　reddentium．　Buno　et　uxor　cum　I　filla　et　X　mancipiis＞〔彼らは、周知の

Bonifacへ小作料を支払いつつあるセルヴスたちのファミリアである。1人の娘と1

人のマンキピアとをともなったBunoならびに妻は、一・〕（E．　Fr．　Dr。nke．　Traditione

et　antiqultates　Fu玉denses．　Fulda，1844．　cap．51）。　第48一第54章（Ibld。，　S，133－136

は、 このような事実をすくなからずふくんでいる。奴僕の労働にもとつく経営の寄進

は、同上、第6章第38節、第42章第9節、第11節、第63節にある。このような経営の

存在を・F・リュトゲ（たとえばE〔F，〕．Lutge．　Deutsche　Sozial．und　Wlrtschafts

gesch・chte．　Berlin，1952，　S．50，64－65を参照せよ）は、ゲルマン諸種族のもとでは

あたかも太古から世襲領的関係が存在しているかのような論拠として利用している。

彼の意見によれば・カロリング時代には問題は・たんに世襲領の一つの形態と他の形

態とのいれかわりに帰着したにすぎないのである。

われわれの文献においては、奴僕の労働にもとつく経営の問題は、サン・ペルタン

修道院記録集の資料によってア・デ・ウダリツォフが考察した（『カロリング・フラン

ドル〔農業〕史論』）。ア・デ・ウダリツォフがなしたように、8－－9世紀には独自の

奴隷制的経済制度は存在せず、存在したのは中間的・不安定的な経済形態であり、



の形態が共同体員の一部のあいだにひろまっていたのであるとのべる方が・より正し

　いことはあきらかであろう。

の奴僕が存在する可能性を騰しな…しかし・ギゼ・レヘルムおよびエルカンバルド

を封翻所有者として位置づけるならば・それは・徽のないものとなるであろう・

自分の労働で土地を雛し、そし膿民的な型の所有者としてあらわれるふつうの

共同体員であったものを・寄儲たちのあ・・だで区別する問題にたちかえってみると’

われわれは、つぎのように叛ることができる・すなわち・ハンドシ・スハ仏村vc　｝“

けるこのようなふつうの鯛韻の擁は・温蹄1外的なものとしては教ることが

でぎない．それだけではなく、8世紀の鰍の三分の一におけるこの禅ついてわれわ

れがしっているすべてのことを舗するならば・このようなものの存在畷いのなし’と

。ろである．たとえば、G・d・b・r…，B…d・d…Li・・h・lm3’・S…ch・・4）・Al・ich°5）を

。のようなもとして雌づけることを拒否するどのような根拠も・われわれのもとには

仔在しない．農賄な型の姻体鄭・あきらかに第・グルーフの寄儲のいちじるし

、齢をなしている．といっても、彼らは・寄麓の他のグ・レー”fのなかにもしめされ

るのである．たとえば、雛者の第4グルーフにお・・ては・Hild・i・hならびにBecca6’

は、舶由民の労働が決定的な意義をもたないような縮の鮪者として考えることが

できる。

1）　　参喜361≒｝0

2）　　1牙；307、　第329・≒｝。

3♪　第291、　第311、　第350号一〇

4）　　弟358号一〇

5）　　第288、　第758号0

6）第326、第709’号。

このようrcして、9嚇己の棚におけるネ・か浦流の流域のハンドシ・ス’ハ仏

その他の謝落における所擁の甑をま・きわめて樋多撫あった・マルク共同体の

胎内から厳してきた鍵的所擁とならんで・ここ｝こ罐々撫なカテゴリーの共同

　　　　　　　　　　　　　　　　屋敷内の奴僕の労働の使用にもとついてその経営をい

となむ所擁と、湘畝労働をもっていなかった鮪者とであった一が存在して

いる．餅関係磯灘は、ひじ・うにさまざまにちがっ髄廊ある同一の鮪者た

ちが、相勲るマ，レク共同淋存在したいろいろ碗面をもっていたとの輔によっ

て倍加された。
　．、ンドシ．スハ仏にかんしても、また、L・bd・・g・uの他の諸村落にかんしても・わ

れわ楓エリ．テ・ミリスカヤのつぎのような主張・すなわち・「…われわれが農民

A
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における鍵的生醐係発生の具体的な道の研究において貴重な鰍をなすものであ

讐錨鷹蹴晶る犠騒1、：テ・ミリスカヤの総括のすべ

3）の難薦1灘瓢£灘醜灘燦繊
殿民への過渡的な型であるにすぎ鯛（エリ・テ・ミリスカヤ「8－9世紀の西南’”

ドイツにおける村渤社舗成」論蝶r中世悌7集、19ページ〔国本哲男．儲

正実訳編『ゲルマン共同体の基輔造ふ22・ページ〕）．ただわれわ楓この過渡的な・

型は・初期中世の全鯛をつうじてドイツの・・ろ・・ろの地旅みうけられたというこ

とを念頭におかなければならな，…この事情を考慮しなくては、1・一一11世紀における
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イッ史全体の特質を理解することができない。

の地域でおこなわれたロルシュ修道院の封建的土地所有のはげしい成長は・　ここに

したすべての形態の土地財産を強奪した。この時期における修道院の土地政策は・こ

はまずはじめに、ぶどう園のようなもっとも収益の多い地面の獲i得1）にむけられ、ま

それの従前の所有者の基本的な経済上の複合体が存在したマルク共同体の範囲外に

kいろいろの土地の強奪2）にむけられた。しかし、その性格と規模の点ではきわめ

異なるいろいろの地面が修道院のもとに集中された結果として、どのような性格を

こ変化がLobdengauに生じたかということをしめすためには・ロルシュによって獲

れた土地財産をロルシュがどのように利用したかということをあきらかにすること

要である。この点で重要な意義をもっているのは、，9世紀はじめのものである

　engau諸村落における修道院所属フーフェの目録である3）。この記録からみちひき

れるところによれば、ロルシュは、初期中世の封建的世襲領にとって典型的なヴィ

チオン制度（領主直営地とこれに従属する農奴の賦役負担持分とをともなった領主

地）の諸原則に照応して、個々の村落において土地の一部分を利用していたという

　は疑いない。しかし、第一には、目録のなかで記名されているのは、8世紀の最後

分の一のあいだに修道院が土地所有者となったLobdengauの小部分の村落だけにす

　いし、第二には、ヴイリカチオン化がおこなわれた諸村落においてこのヴィリカチ

　化は、ロルシュへ帰属した土地のすべてをふくんでいたわけではなかった。ハンド

　スハイムにおいて領主直営地のもとにはいったのは、1フーフェの土地であり、そ

　3フーフェが、修道院セルヴスの賦役負担持分であった4）。ハンドシュスハイムに

　て獲得された幾十というぶどう園は、セルヴスたち一三つのフーフェの保有者た

一
の家族によっても、また、屋敷内の奴僕一もしもこのようなものをこの村にお

　修道院が管理していたとすれば一によってもおそらくは耕作されなかったであろ

　いうことは、まったくあきらかである。それだけではなく、われわれは、修道院セ

　スのフーフェの構成分子のなかにかなりの数量のぶどう園の地面がふくまれていた

　えるとどのような根拠をも、決定的にはもっていない。セルヴスの貢租のなかには

　が記述されているが、ぶどう酒は記述されていない。

　765年から800年にかけてロルシュは・ハンドシュスハムだけで・ぶどう園にされた

　75の地面を獲得した。これらの年間にLobdengauにおいて修道院の財産になったぶ

　う園のおなじく総数は・200をこえている。

　ハンドシュスハイムならびに他の若干の諸村落においてこのように多数の小寄進地

　ミ存在したということは、あきらかにこのことによって部分的には説明される。

　第3651号。
　Lobdengauの他の諸村落にかんす為修道院フーフェの目録は、ハンドシュスハイム

にとってこの記録があたえているものと本質的にはちがっていない。マンハイム、　ド
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　第15巻第、号

展したプレカリウム制度の轍、’ら・L°bd・ng・・諸村落における購

れ襯プレカリウムによる保働えなし・ところで繊それ朧細

のなか囎鵬くめなかつた・・のであるふ圧倒的蜘蹴をこの騰記

する酬を考慮する蝋とうてい籍弓1用し鍵直営地と轍担

ti－一＿m－一一一ta－＝－rr
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。didi，　Th。Qtf，id。。d・an・t・m・N・trad・・d・m，・t　ill・m・・neam　h・beam　di・b・・vitae

eaeincen、。mVId・n・・i・・um，・tp・・tm・…n〔m・・t・m〕m・・m　ead・m・i・ea　cum

。，n、li，ev。，，。・u，　i。　d・mmi・m・a・…N＿〉〔一・わたくしW・nib・a・hは・わたくし

の母親Fritgundの魂の救済のために、　ManninheimにおけるLobodunenseで1ユル

ナールを、前述のわたしの母親纏ナザレへ寄進するようlz・Th・・tf「id委任した一つ

のぶどう園のかわりに、・一神の聖なる殉儲ナザレのために寄進するが・これは・

わたしが終身間4デナリウスの小作料でそのぶどう園をもつためであって・　わたしの

巖は、そのぶど咽は・ユ・け一ルとv・っしよに・聖ナザレの所有に帰するものと

する〕．このようにして、ヴ。ニブラトは、彼の母が第諸をつうじて縫したぶどう

園を終身間の保有地として保持するために、

ある（指摘しておかなければならないのは、

う園のテオドブリドによる譲渡は、

　　　　さらに1モルゲンの土地を譲渡したので

　　　ブリドクシダ〔ブリドグンド？〕のぶど

ロルシュ修道院記録集のなかにはみうけられず、

あきらかにそ禰、髄院によって獲得された土地全部の灘が・この記録集のなか

では不完全にしか書きしるされていないとL・・5ことを指示しているという点である）・

　第二のきわめて深い意味をもっている事例は、つぎのようなものである。すなわち、

73年（第624号）にAd・は、・《l　m・n・um，・・m　ca・a・…c・・i・d・・up・…tiu「nales

Xl　d。，。，，a　a，a，。，1。＿・m・i・e・・x・m・ib・・，　q・・m・・m・umq・・ibid・m　h・b・・e　visus

ui．．》〔そのうえrc小屋と継とをともなった一つのマンス・11ユルナー・レの耕地・一一’

．．

すべてのものを、そして、わたしがここでもっているとおもわれていただけのすべ

てのもののなかから〕、ジッケンハイムにおいて譲渡した。したがって・Adoは・ジッ

ケンハ仏においてもっていたすべてのものを譲渡したと考えてさしつかえない（非

舳民の記述は存在しない）．しかし・782年臨なじ寄進都・あたらし崎進を紋

なっている．この寄進は、つぎのよう曙かれている・《i・Si・k・nheim　unum　mansum

，，q。id，。、d　m　ead・m　m・・ca，・d・p・・m　m・n・um・・…m・・e　vid…r・・campls・sllvis・

。q。、s，。q。。，umve　decursib・・，　ca・am・・・…h…e・m・・que　alia　aed’ficia・cum°m”’

eculi。，i．quae，，u。d　h・di・h・b・・，・・l　i・p…一・lb・・a・e　p・・er・・in・m・ib・…die

，，e、en，，，，ad。…》〔ジ。ケンハ仏においてわたしは・一つのマンスを・そして・その

マルクにおいて畑、森林、水、水流、握などのかたちでそのマンス自体に所属して

いるとおもわれるもののすべてを、また、小納屋および他の建物を、すべてにおいて

現在わたしがもち、ある・・翻勅たしが労得することができるような全財産とv’っ

し、に説在の日から雛する一・〕（第63・号）・あきらかにこれは・たんに純じ対

象の醸の寄進であると・うだけでなく・ここには・プレカリウ瑚係が麟されて

もいる．寄進がおこなわれ、っついて懇騨おこなわれているのは・第47°号（791年）

および第724号（807年）である。

　　懇願状ならびに聴許状が謙落された馳を獺して・擁院記鎌作成者の一人
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島謙舗臨離懲搬欝煮叫ブ欝農
　　ってかのものを受けとったものたちの死によって、効力と時宜とを失った〕（c。

シ・である（AD・P・ch・　Di・Wi・・sch・f・・e・・wi・klung　d・・K。，。li。gerze、t，　T．．1，　S．

－1°4）・しかし・彼は・この正しく確定された穀を、小土地所能にとって購

のプレカリウムが社会繕鰍割をほたしたかのように偽証する人為的につくられ

　いくっもの論証の一つとして利用した。

3）第3664号。

4）9世紀に゜ルシ・が鮒した個々の地面（ee363・一一第383号）は、締で85モルゲ

の土地である・そのほか・ある一つの輸（第381号）では、四分の一フー．．．一フ。纏

されている・四つの書状（第371・第375、第377、第382号）では、寄儲たちカ、，、

ドシ・スノ＼仏においてもって・・たすべてのものが叫シ．へ帰属したと書かれて

るが・しかし・これら曙状のそれぞれの内容の全体から判断するならば、雛の

雛1濫畿灘1号の記郷ける領主直営地の増大を超過するほ

5）残念なこと駄われわれは・こ腿翫・どのようにおこなわれたかを具体的に

　らぺることができない。

村離おける社会翻的関煕たいするわれわれの考察が限界をもっている1・にもかヵ

わらず・棟われには・つぎのめな基本的諸結論を獄化することが可能であるとお

もわれる。

1）たと嵐輔のわくのなかで肪れわれは諺道院土地隔を増大さすために77
年に゜ルシ・が・王室からのインムニテート下賜状膿得した（C。d。。　L。u，e、h、m，n、iS

8世紀畷後の三分の一から9世紀はじめにかけてのネ。か河下流地域のドイツ諸

1，　N°6）ことの帰結を分析しつくすことヵ1できな・・．なぜな蝋もしもそれを分析

　囲とをはるかにこえなければならないからである。

〔1〕フラン掴家の基本的領域内における封翻麟生の切り瞼すことのできな、

灘謹灘灘誕び芝裏薦猫講灘雛
段の一つとして教た1）・L・bd・・g・uに関係のある・ルシ。書状によれば、われわれは

鍵的な型膿糊係の成立にお・・てカトリ・ク教会が積極的鍛割をはたしたとし、う

ことは、　　　　この地域において綴いえないところであると主張してさしつかえな、、．。ル

シ・書状は・すでに形成された鍵領主階翻部臨・・て土地財産が配蹄撚れるこ

しようとおもえば・われわれは・われわれの史料とわれわれが考察している地域の範

繋
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とだけを映しだしているのではなく・農民的な型の所有者をもふくむ相異なる社会的カ

テゴリー一一一の共同体員に所属した付属地が・教会の大土地所有の構成分子のなかに直接に

ひきいれられていくことをも映しだしている。

1）『マルクス・エンゲルス全集』第16巻第1部・394・398－－399ページ〔『マルクス＝エ

　ンゲルス選集』第16巻、290－－292、298－299ページ〕を参照せよ。

　〔2〕　ネッカー河下流の流域における8世紀後半一一9世紀はじめのマルク共同体の構造

の複雑性は、同一の所有者たちが相異なる村落にまたがって存在しており、いろいろの

マルク共同体のなかには封建的な型の経営が存在しているという点にとくに映しだされ

たのであるが、この複雑性は、すべての共同体員が一方では封建領主、他方では農奴お

よび隷属農民へ区分されおわったということを立証するものではない。しかし、このこ

とは、農民的な型の共同体員の社会的地位が強固であるということをけっして意味しな

い。

　〔3〕　修道院記録集資料の研究にさいして、われわれは、8－9世紀ドイツ村落におけ

る封建的関係の成熟の度合を誇張することにみちびくような歴史文献において立案され

た修道院記録集研究方法を、批判的に利用しなければならない。

一
論文集『中世』第8集（ソ連アカデミー刊・1956年）、所収一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（福　畠　正


